
 

 

 

令和５年８月２３日 

 

 

 報道機関  各位 

 

商工労働部労政・能力開発課 

 

 

「ハラスメント・メンタルヘルス対策セミナー」の開催について 

 

 

 県内の労働組合及び使用者団体の関係者が互いに研鑽を深め、共通認識を醸成するとともに、労働関

係法や労務管理の知識等について県民への周知拡大を図るため、下記のとおり開催しますので、取材・

報道してくださるようよろしくお願いします。 

  

記 

 

１ 日時・場所 

（１）八戸会場 

  令和５年８月２８日（月）  １３：３０～１５：３０ 

  ユートリー ８階 多目的中ホール 

（２）弘前会場 

令和５年９月４日（月）  １３：３０～１５：３０ 

青森県武道館 第１～３会議室 

（３）青森会場 

令和５年９月７日（木）   １３：３０～１５：３０ 

  アスパム ５階 あすなろ 

 

２ 主催 

  青森県 

 

３ 対象者 

  県内事業所、労働組合等 （出席予定者 各会場50名程度） 

 

 

 

報道機関用提供資料 

担 当 課 

担 当 者 

商工労働部労政・能力開発課 

労働環境グループ ＧＭ 岩渕 操 

         主事 中村 葉月 

電話番号 直通：０１７－７３４－９３９６ 

内線：３７２４（中村） 

報道監 商工労働部 次長 長内 和人 

 



定員・時間

〇定 員 各会場 70名 程度
〇講 義 １３：３０～１５：３０

（途中休憩あり）
※受付１３：００～

〇個別相談 １５：３０～１６：３０頃
（先着３名まで。事前申込制）

主催：青森県（商工労働部労政・能力開発課）

ハラスメント・
メンタルヘルス対策セミナー

講 師

川村啓之社会保険労務士事務所
代表 川村啓之氏

参加
無料

「改正 労働政策総合推進法」（令和２年６月１日施行）に基づく「パワーハラスメント防

止措置」は、令和２年６月１日に大企業に義務化され、令和４年４月１日から中小企業

にも義務化されています。

このセミナーでは、ハラスメントの具体例や実務対応上のポイントのほか、メンタルヘルス

ケアについて解説します。 セミナーの終盤では、今年度から中小企業も対象となった「割増賃金率

の引き上げ」と令和６年４月から自動車運転業務、建設業にも適用となる「時間外労働の

上限規制」について簡単に解説しますので、是非お気軽にご参加ください！

令和５年 月 日（月）８ ２８
ユートリー８階多目的中ホール

(八戸市一番町1-9-22)

八戸会場

青森会場

弘前会場

令和５年 月 日（月）９ ４
青森県武道館第１～３会議室 （弘前市豊田2－3）

令和５年 月 日（木）９ ７
アスパム５階あすなろ （青森市安方1-1-40）

申込方法

令和 ５年 ８月 ２１日（月）
※申込が多数の場合は、期限前に締め切らせていただく可能性があります。

①QRコード
②申込フォーム（←クリックしてください）
③FAX（裏面申込用紙）
④メール：roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp 中村あて

セミナー内容

〇ハラスメントの具体例
〇職場における労務管理上の実務対応
〇メンタルヘルスケア
〇時間外割増賃金率・時間外労働の上限規制

下記いずれかによりお申込みください

申込期限

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpoPRx2lN8Q8dcMsinMWctocM2aGui6_7mpwKShz62YendZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

